
 

 徳 島 県 報  

 

 
発行者 徳島県  
 
発行所 徳島県企画総務部  
    法制監察課  

定期第９４７号  令和８年５月１９日発行  
   

目        次  
 

   
  ※は県例規集登載  
【告示】  

番  号          表              題         担当 課名  
 ２５２   大規模小売店舗立地法の規定による届出が   産業成長推進課 

       あった件  
 
 ２５３   土地改良区の役員の退任及び就任について   農山漁村振興課 

       届出があった件  
 
 ２５４   土地改良区の清算人の退任について届出が   同 

       あった件  
 
 ２５５   指定公金事務取扱者に公金事務を委託した   生産基盤課  
       件 

 
【病院局告示】 

  番 号        表                 題        担当課名 

   ４   特定調達契約について随意契約の相手方を 

       決定した件  
 
【公安委員会規則】 

  番 号        表                 題        担当課名 

   ８※  徳島県公安委員会等に係る行政手続等にお 

       ける情報通信の技術の利用に関する規則 

 
     ９※  放置違反金等の徴収及び還付に関する規則 

       及び徳島県暴力団排除条例施行規則の一部  
を改正する規則  

 
【警察本部告示】 

  番 号        表                 題        担当課名 

   ３※  徳島県公安委員会等に係る行政手続等にお 

       ける情報通信の技術の利用に関する規則の 

       施行に関する規程の一部を改正する告示  
 
 



徳島県告示第2 5 2号 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告する

とともに、当該届出を縦覧に供する。 

なお、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のため配慮すべき事項について意見を有する者は、令和８年５月19日から同年９月19日ま

でに、県に対し、次により意見書を提出することができる。 

令和８年５月19日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１ 届出の概要 

 ⑴ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

三菱ＨＣキャピタルエステ

ートプラス株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目６番

５号 

北原 克哉 

 ⑵ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   名称  ケーズデンキ沖浜店 

   所在地 徳島市沖浜東三丁目62番地ほか 

 ⑶ 変更事項 

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

   変更前 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

三菱ＨＣキャピタルエステ

ートプラス株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目６番

５号 

野々口 剛 

   変更後 

氏名又は名称 住所 代表者の氏名 

三菱ＨＣキャピタルエステ

ートプラス株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目６番

５号 

北原 克哉 

 ⑷ 変更年月日 

   令和８年４月１日 

２ 届出年月日 



  令和８年４月23日 

３ 届出の縦覧 

 ⑴ 縦覧の場所 

徳島県経済産業部産業成長推進課及び徳島市経済部経済政策課並びに徳島県経済産

業部産業成長推進課ホームページ 

 ⑵ 縦覧の期間 

   令和８年５月19日から同年９月19日まで 

４ 意見書の提出先及び意見書に記載すべき事項 

 ⑴ 意見書の提出先 

   郵便番号770-8570 

   徳島市万代町一丁目１番地 

   徳島県経済産業部産業成長推進課スタートアップ・経営支援担当 

   電話番号088-621-2367 

 ⑵ 意見書に記載すべき事項 

  ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  イ 意見の内容 

  ウ 意見を述べる理由 

 ⑶ その他 

提出された意見書についてはその概要を公告するとともに、徳島県経済産業部産業

成長推進課及び徳島市経済部経済政策課並びに徳島県経済産業部産業成長推進課ホー

ムページにおいて公告の日から１月間縦覧に供する。 

 



徳島県告示第2 5 3号 

土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第18条第18項の規定に基づき、土地改良区の役員

の退任及び就任について届出があったので、同条第19項の規定により次のとおり公告する

。 

令和８年５月19日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１ 土地改良区の名称 

小川谷土地改良区 

２ 退任役員及び就任役員 

役員名 退任役員氏名 就任役員氏名 住        所 

理 事 大 谷 長 治  三好郡東みよし町昼間2614－２ 

同   米 本 武 文  同         2731－２ 

同   山 田 雅 洋  同         1595－１ 

同   天 野 佳 光 天 野 佳 光 同         3527 

同   近 藤 嘉 貞  同         3427－１ 

同   安 宅   守  同         3217 

同   高 田 富 貴  同         3105 

同   住 友 光 弘  同         3183－２ 

同   幡 鉾 和 信 幡 鉾 和 信 同         3714－２ 

同   藤 田 國 元  同       足代９０３－１ 

同    垂 水 良 浩 同       昼間1544－１ 

同    臼 杵   篤 同         3533 

同    安 宅 賢 二 同         3368 

同    安 宅 則 久 同         3253－１ 

同    島 本   清 同         3128－１ 

同    玉 木 道 正 同         3053－１ 

同    井 口 剛 志 同         3067－２ 

監 事 佐 藤 博 文  同         3176 

同   丸 岡 隆 志  同         3238 

同   岡 内 健太郎 岡 内 健太郎 同         ８１１－１ 

同    米 本 昭 芳 同         2928－３ 

同    米 本 恭 助 同         2867－５ 

 



徳島県告示第2 5 4号 

土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第68条第４項において準用する同法第18条第18項

の規定に基づき、土地改良区の清算人の退任について届出があったので、同法第68条第４

項において準用する同法第18条第19項の規定により次のとおり公告する。 

令和８年５月19日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１ 土地改良区の名称 

若松土地改良区 

２ 退任清算人 

氏     名 住            所 

原   克 一 海部郡海陽町若松字原谷20番地５ 

西 脇   正 同       字江原43番地 

土 澤 茂 利 同       字原谷40番地 

谷 脇 武 彦 同       字築ノ本５番地 

木 本 雅 章 阿南市羽ノ浦町宮倉南浦50番地１ サウスコート３０１号室 

 



徳島県告示第2 5 5号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第2 4 3条の２第１項の規定により、次のとおり指定

公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

令和８年５月19日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

名 称 
住 所 又 は 

事務所の所在地 
委託した公金事務 指定年月日 委託年月日 

徳島県漁港漁場

協会 

徳島市万代町一丁

目１番地 

（徳島県庁生産基

盤課内） 

徳島県管理漁港施設

使用料徴収事務 

令和８年３月

12日 

令和８年４月

１日 

 



徳島県病院局告示第４号 

徳島県病院局財務規程（平成17年徳島県病院局管理規程第９号）第107条の規定により

例によることとされている徳島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（

平成８年徳島県規則第22号）第１条に規定する特定調達契約について随意契約の相手方を

決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号）第12条の規定により、次のとおり公示する。 

令和８年５月19日 

                     徳島県病院事業管理者  北 畑  洋 

１ 契約に係る特定役務の名称及び数量 

徳島県立中央病院総合医療情報システム保守業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する課等の名称及び所在地 

  徳島県立中央病院事務局医事情報担当 

  徳島市蔵本町１丁目10番地３ 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和８年４月１日 

４ 契約の相手方の氏名及び住所 

  富士通Ｊａｐａｎ株式会社西日本公共ビジネス統括部（徳島） 

  徳島市かちどき橋２丁目29番地１ 

５ 契約金額 

  127,027,450円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約による理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第１

号 
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